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賃金規程

第 1章 総則

【目的】

第1条

二υ〕規租は、常勤職 l・乳就業規則第27条に基づき、常勤11識員の賃金に関する事項を,LVヽたヰ,(ノ
)

である。

2.こ の駆程は、常勤職員就業規則第 2条に定める常勤職員に適用する。

3.こ の規程に定めのない事項は、法 ()の定めるところによるu

【賃金体系】

第 2条

賃金体系は、次のとおりとする。

時間外手当

深夜労働手当

1本 |‐1手 当

通勤手当

資格子当

ありがと・ll■当

特別賃金 賞与

【賃金の支払形態】

第3条

賃金は月給制とする。

【賃金支払方法および支払日】

第4条

賃金は、本人′ヽの手渡しまたは本人名義υ
)金融機関 l:庄・

‐ヽの11:込に ll l'支払う,

2.賃 金の計算期間は,毎 ,1111か 1,当
'l水
日をもって締め切り、翌 111511に k払 うⅢただし、

支払 LIが休日の場合は、その前 llに 芝払う.

【非常時払い】

第5条

次の各号に該当する場合は、常勤職員の請求によ
り、賃金支払日前であっても既往の労働に対

０
“

基本綸本給

役職手当

扶養手当

処遇改善 11当

べ‐―スアップ'1卜 に援手当

居住支援特別手当

調整手当

「・当
基tri山賃金

基:ifi外 11金

11 企



する賃金を支払う。

Ci常勤職員またはその収入|■ より生計を維持する者が、結婚、出産、疾病、災害、または死亡し

たたV,4・■費用を要するとき、

r2)常勤職員またはそヴ)収人により生計を維持する者が、やむを得ない事山により1週間以 Lにわ

たり,Iil郷するLき 、

0そノ)他、前各
'ナ

11準■・るも:′)で法ノ、が必要と認めた場合,

【日額・時間額の計算】

第6条

賃金グ)H額・時間額′)計算は、次の式による.

lll 袖=基準内賃金÷ lヵ 月'ilム均所
'L労
働 [1牧

時間仙‐|1額‐=1卜 |の ,1テ
・慮労働時間救

【賃金控除】

第 7条

賃金は、

`ヽ

価支綸を原則とする|ただし、次に掲げるしのについては控除 1.´ て支払 )t″ )と す

′、)

:「〕,li得 i性、1上民脱、

`L会

保li資料、りF:lll保険料そヴ〕他法分で定めろもの

:2ili置 1代 ′:,L労使1静さを締結 Lた I)の

■1,貸
f・ 1・企iЦ芹分などで常勤職 [tの ||:|_|||に Lろ i,υ )

【平均賃金】

第8条

体 ::1■当、1イリr」予告「=当などの基礎 11なる平均it企の計算は、次の式による .

l Ⅲ14均 (11企 =直前11金おli明 F111り 起算Lた 3つ llグ )11企総・額÷ :〕 ヵ「1間のl蒔 11故
|」 :ヽ 11均 11企 =直前it企計li切 ll ll.)起 iiド した 13ヵ llヴ )11金総額

|:3‐ウll l昔ン)労働|1枚 :(う ()/1()0

Ⅲ・:,Iの 平均賃金ノ)う ナ:、 ・4、価の人きl′ 1ヽ″ )を '|=均 賃金 Lする

2.liii」 ,lυ
‐
)賃金総額には、臨時に支払われる賃金および3ヵ 月を超える則‖|ご しに支払われる賃

金:L含 :女 なtヽ

3.入 11:it 3・′ノi111満た∴ユ 青`liついてlt、 人職「|か ら当i:・亥第,Lttll!礎
′
11日 までノ1)期 |‖lで計算する .

【休暇・体業の賃金】

第9条

常::!り,職‖就堆規I!!1第 19`4た に定める1■次有給体暇、第26条にtある特別休暇については有給
111´ 、:口常(/)賃全を支払う

2.llij項以外の体暇、∫ホ職について!t、 賃金を■給しない=ただし、法人部 r)|こ ]1:1)休業させる

場 rr)は、平均賃金の60%以 11を 支払う…
【退職時の支払】

第 10条

う
０



常勤職員が死亡または退職 (解扉された場合を含む)の場合において、権利者から請求があっ

た場合には、その請求υ)日 から7 Fl以内に賃金を支払い、その他、常勤職員の確利に属する全品

を返i塁・ |‐る.,

2.常勤職員が死亡した場合の前項の権利者は、労働基準法施行規則に定ある遺族とする_

第 2章 基準内賃金

【基本給】

第 11条

基本給は、常勤職員の勤続年数等を考課して、別紙「常勤職員給与表」に基づいて、11:1別に決

定するt,

【役職手当】

第 12条

役職手当は、以 ドにより支給する(,

事ii各局長    50, 000111(就 業規則第 18条0管理監督者)

'11務局長柿佐  30,00()円
11:川l計     20,000円
iィ[:      1(),()0()円

【扶養手当】

第 13条

扶旋規族のある常勤職員については、以下により扶養
lF当
を支給する、

2.前項の扶養親族とは、配伸:キまたは Fであ′)て、常勤職員の健康保険 rサt扶業者をいう1

(1)配 |11l F :2.()0('‖ |

(3:′・   8, 000門 (3名 まで)

【処遇改善手当】

第 14条

処遇改許手当は、ノヽ11子市に提出する処遇改善fl・画 i等に基づいて、個別に決定ヒk給する .

【ベースアップ等支援手当】

第 15条

ベースアッフ等支援手当は、1こ京都に提出する処遇改善計画書に基づいて、個別に決定L支給

する.

【居住支援特別手当】

第 16条
「東京都障害福祉サービス等li,政員居住支援特別手当市業補助企交付要細」の運用に準拠し支給十

るも√)とするⅢ二の手当の支給は「東,I(都障害価h11サービス等職員l:1:〔 li支援特別手当
:111業補助企」

の交付対象となる期間とする,,

2。 この手当の支給額は次による。

４

一



0「東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業捕助金 交付要綱」第7条第4項 (1)
に当たろ支綸額 10,000円
12)第 7条第 4り::(2)に 当たる加算額 10, 000円

【調整手当】

第 17条

調 1:`手 当:1、 賃金 fll系ヴ)変更その他の事山により法 人が必要ヒ:懇めた場 合に支給する :

第 3章 基準外賃金
【時間外 口深夜・休日手当】

第 18条

常勤職員が法定労働時間を超え、または深夜・法ti相」に労働した場合は、次の計算式により

「
当を支給する

=

:])1時‖llクト
「
当

1!:準 |'111企時間細 {扶養 F｀ :1を除く)・:1。 25｀ l時間外労働時間牧

●深ft労働手当

基準山11金時間額 (扶 11手当を1赤 ('  0.251:深 夜労
"1時

間導セ(22時ヽ5時 )

=川ネ||〕1当                        ―

ll:準 |'111:`｀ Ilキ lill作i(扶養千当を除 (ヽ) 1.:35 体「1労働
“
キ間放

2.時 |‖ 1外労働主た1主体「1労働が派夜1二及んだ場合は、i業夜労働手当を力|!尊する
【通勤手当】

第 19条

地:助手当li、 通勤ill:離が 21く nl lり、|プ )キlr勤 1戯 :1に″ついて、合理的な方法かう経路によるこのと

して法ノ、が認〃)る 公共交通1幾開相当額11ついて、lヵ lil当たり2o,o oOI:|,kでの範田内で支
給・する.

【資格手当】

第20条

t'i格子当は、法ノ、が必要ヒ::[|、■7)た場合に爆綸する.

【ありがとう手当】

第21条

1)1)が ヒ・ヽ F当は、前llr)lE午以降に、当初子定されていなかった勤務を引き受けてくオ!た常勤

職ttl l対 し・ご次√)金額を支給十る.

勤務時||:|が  51時間十満   1.0()()円    5時 間以 }・.8時間以下 1.5 0 01tl

S時間を超える 3,0(,()円

第 4章 特別賃金

ｒ
Ｄ

【賞与】



第22条

賞与は、法人の財政状況、常勤職員の勤務成紺に応じ佃別に決定
し、年2回支給するt

ただ L、経営上の都合、その他υ)事由により支給の時期を変更 L、 または支給
しない■1:が 11)在 ,

2.支給時期、支給対象期間は次のとおりとする!、

対象期間支給月

前年 12月 1日 から当午 5,1木 H7 Fl

2月 当年 6月 1日 から当年 11'I水 ‖

3。 支給対象者は、支給対象期間すべてに在籍し、かつ支給日現在に在椰して
いる者とするぃ

第 5章 賃金の改定

【賃金の改定】

第23条

賃金の改定時期は、次のとおりとする、1ただし、経常上の都合、そ
の他の事山により改定ノ)時

期を変更 L、 または改定しないことがある_

対象賃金

.41‐ 1 本給

改定事山発生月 諸手当

改定時期

r) tt金の改定事由が発生した場合は、すみやかに法人に 1'|ユ :午 しなければならない

第 6章 その他の事項

【不正受給の返還】

第 23条

常勤職員が、不正な中計、覇出、記録などにより賃金の支払いむ 3■けた場合11、 直
ちにそヴ)れ !

を返還させる.ま た、その F正の程度に応じて、常勤職 ll:it業規則第」 (》 争に定める制裁処分を

お _二 なう,

【賃金規程の改定】

第24条

この脱程は、法改 :F、 社会情勢、法ノ、プ)財政1't況ノ)変 fllに応じて、法人が必要と認
めたとさ(1

随時変更をお二なう.

2.こ の変更をおこなう場針は、予め職員代民の意見を聴いておこなうもの 11する.

付則

こ′ガ乳■11■、 2016イ |■l ll 1 11よ リカL`r●|^る、′

この規程は、2017年 6)12111よ り改正・施行する,、

この規程は、2018年 4'lll!よ り改正・施行するぃ

この規程は、2022年 -111111よ り改正・施行する

6



この規躍は、 2022年 11月 15日 より改IE・ 施行する.
二(ノ )蝋程は、 2()24年 4月 l FIよ り改正・施行する。

″
′



号俸 基本給

1号俸 163,000

2号俸 164,000

3号俸 165,(100

4号俸 166.000

5号俸 167,000

6号俸 168●00

7号俸 169,000

8号俸 170,000

9号俸 :71,000

10号俸 172,000

11号俸 173000

12号俸 174,000

13号俸 175,000

14号俸 176,000

15号俸 177,000

16号俸 178rX】D

17号俸 179,000

18号俸 180,000

19号俸 181000

20号俸 182,000

21号俸 183000

22号俸 184,000

23号俸 185,000

186000密 号俸

25号俸

26号俸

187,000

188,000

27号俸 189,000

28号俸 190■00

29号俸

30号俸

191,000

192,000

31号俸 193.000

32号俸 1941000

19500033号俸

34号俸 196,000

35号停 197.000

36号俸

37号俸

198,000

199,000

38号俸 200000

号俸 基本給

39号俸 201,000

40号俸

41号俸

202,000

203,000

204,00042号俸

43号俸 205,000

44号俸 206.000

45号俸 207,頓Ю

46号俸 208,000

47号俸 209,OЮ 0

48・号俸 210,000

49号俸 21■000

50号俸 212.000

51号俸 213,000

52号俸

53号俸

214.000

215,000

“

号俸 216,000

55号俸 217,000

56号俸 218,000

57号俸 219'00

58号俸 220000

59号俸

60号俸

221000

222,000

61号俸

62号俸

223,000

224,000

63号俸 225,000

64号俸 226000

65号俸 2270CX)

66号俸 228,000

67号俸 229,000

68号俸 230,000

69号俸 2311000

70号俸 232,(Ю 0

71号俸 233.000

72号俸 2341000

73号俸 235,000

74号俸 236,000

237`00075号俸

76号俸 238,αЮ

別紙 常勤職員給与表
基本給 号俸

115号俸

号俸

77号俸 239,000

78号俸 240ρ00

79号俸 2411000

80号俸

81号俸

242.000

243,000

82号俸 244,000

245,00083号俸

84号俸 246,000

247,00085号俸

86・号俸 248,000

87号俸 249,000

88・号俸 250,000

89号俸 251.0〔Ю

90号俸 252,000

91号俸 253.OЮ0

92号俸 2“,OЮ

93号俸 255,000

94号俸 256.000

95号俸 257,000

96号俸 258,000

97号俸 259β00

98号俸 260,000

99号俸 261,000

lm号俸 262,000

101号俸 263,000

264,000102号俸

103号俸 265,000

104号俸 266,000

105号俸 267,(X〕0

100号俸 268.000

107号俸

108号俸

269000

270,000

109号俸 271,000

110号俸 272,000

111号俸 273,000

112号俸 274,0010

113号俸 275000

114号俸 276000

基本給

277,000

116号俸 278,000

:17号俸 279,000

280,000

281,000

118号俸

119号俸

1"号俸 282000

121号俸 233.()00

122号俸 284,0∞

285,000123号俸

124号俸

125号俸

286.01】0

287,000

126号俸 288,000

127号俸 289000

128号俸 290000

,29号俸 291=000

1∞ 号俸 292,(》00

131号俸 293000

132号俸 294,000

133号俸 295000

134号俸 296000

135号俸 297.000

136号俸

137号俸

138号俸

298,000

299,000

300,000

301,000139号俸

140号俸

141号俸

302ρ00

303,000

304,000

305,000

306.000

307.000

308,000

309i000

142号俸

143号俸

144号俸

145号俸

146号俸

1″ 号俸

148号俸 310p00

311,000149号俸

1"号俸 312,000

313,000151号俸

152号俸 314,000

号俸

152号俸

基本給

316000

153号俸 316.000

1“号俸

155号俸

316.000

316000

156号俸 316,000

157号俸 317.000

158号俸 3:a000

319000

320,000

159号俸

160号俸

161号俸 321,000

162号俸 322000

163号俸

i64号俸

323ρ00

324,000

325,000165号俸

166号俸 326,000

327,000

328.000

167号俸

168号俸

169号俸 329,000

170号俸 330,000

331.000

332.000

333,000

334.000

335,000

336.000 
|

337000

338,000

339,000
f __.--

340,000

341,000

342,000

343,000

344,000

345,000

346,000

347.000

171号俸

i72号俸

173号俸

i74号俸

175号俸

176号俸

177号俸

!78号俸

179号俸

:80号俸

181号俸

:84号俸

185号俸

186号俸

187号俸

138号俸

189号俸

182号俸

183号俸

348,000

8

349,000



非常勤職員賃金規程
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非常勤職員就彙規則

前文

二̀
′

)鳳1;‖ il.、  1キ
′′Lり lifi F,l,:lJ力 21メ、(11l s `lジ、lξ lッ :ノ、1 ,生 いう)IItttilが lll」モfif車1″ )・ 1,こ !二 、1_

ら、靖
・
1員の福 hl:。′)向上士法ノ、の発展を lll拘としてi制 ,L.さ」Lた :」ので

`あ
って、i去 た11鰤災1ll i、 そ11

ぞれの担当する経常、職務に D́いて責任を 1)′)て積極的に.かつ誠実にその義務4・遂 i「十る二L

により、二′〕|1的を達成したくてはな t:)ない、.

第 1章 総則
【目的】

第 1条

こυ)規程は、非常勤職員就業規則第26籍こ基づき、非常勤職員の11金に関する'1●■を■|・た′〕た

ものである.

2.ニグ)駐程は、」卜常勤職員就業規則第 2条に定あるコ|:常勤職餞に適用十る .

3.この脱 r」:に tF)′ )ない」F項は、法令プ)定めると二ろによる,

【賃金体系】

第 2条

it,金 14こ系は、次:ノ )とおりとする_

1!:本給

輝:1賦手当

|■療的ケγ手 :li

:r・朝手当

1・ .: 処j働改椿 Fli

ベースアップ等文1,lF当

居住支援特別手当

tt 全 :開 '||・(1■ '11

‖キ|lllクト
;〕■lli

il:夜労働 Ft当

体「1手・1
攣:fli:外賃金

f画」助
‐
F｀
:i

llil各

「

i:1

1'1:夕 :う tヒ・〕F｀ `i

特別it企 ザt′ J・

【賃金の支払形態】

第 3条

本綸li時綸制
!「
.l・るⅢ

【賃金支払方法および支払日】

，
日

本給

'1'::li:l′

1ヽ11(t



第4条

賃金は、本た′、の手渡しまたは本人名義ず)金融機関日座アヽψ振込:こ 1こ ′J支払う.

2.fi 4■′`::|‐仲:出 |1用 tt、 イ
'F:ll I I‐

lフト:し l11'ILに IIパ・1,′)て illifハらし
'〕

:′ 、士::11 5日 :二 it・仏う.11■ノゴし、

川ム||が休H`1)場 r)は、そ`/)前 |]に 支払う.

【非常時払い]

第5条

:矩′,f争 けに該当する場合は,非常勤職員め市求:二 it:夕 、1[`、支払 H前で■,っ
‐
で1_,既往1′ )労働に

対する11金を支払う.

′
1'」附 勤職ll iたはモ

`ノ

)'|.《人にミ:ノ ′L計を維持する者が、結婚、|lllli.:、 ・1贅病、災害、主たit旺亡

i_たたr)i二十11]を要する Lき .

`?;メ|:常勤
'llititま

たはその収入に Lり :11計を維持十ろたが、ゃ色ヽ′1・得なぃ
1卜
lhl,二 .k:り 1週 |‖ 1以 |■に

:i,た り,Iィト判l―する.Lき

'1モヴ)他、illi卜 Iナ :二準ザイ)|ノ )で法′、が必要と認r,た場・合

【日額・時間額の計算】

第6条

lt全プ)ll椰・!時 llil常!r),FI・弾:L、 :欠・ハ式|■よる

II ・訂Ⅲ {1∴ 小給  11‐lの 1lli労働時間数)+1'1::lil:｀ 1計手当 :‐ :今「l平均「lⅢt労籠||111)

時間櫃
‐時綸 卜 (J:l:準向請手当11サ !l・′)1「均」「lif・万・鋤:lキ‖|」ti

【賃金控除]

第7条

1'i`:ヽ lt、 `、常!ti行′if馬〔〕ll'1・十ィ)_メ1..・:i 、iた 11‖島:「 ′31,ヴ ,(1´
‐うtヽ・こI il11:|ホ !.・ I芝 |〔、う :ノ `″ )L― l・

4,,

:!:lll:ill=:サこ、 liil・ (11:1、  り:1:||||litl::た 1::|‐ 1,ノ )lllLi′ 1l i,・
=lLl)ィ
′1,;′ )

li l出
:ti.fヽ:.た

i,オ
frl[lti■ 1・ :市1轟 l_´ ′

・
■1.(′ )

:「 111ヽ 1・

`金

.:Li′∵う)メゞゴ・ご」卜↑|ザ ,'助」Fiti tr)lll L′ |||:´.11ろ f=′ r):

1平均賃金】

第8条

|卜 1ご ll当 、
'1子

l11■ |:F「・11:た
:」■′)!ム 1碓 ::′==ら 'iザJll全ヴ)iil‐ 昴:二、 :たプ),ヽ 1・.Lろ

11平均 ft l'・ lltl前 1li企締 LIJ ll il il担 専lた :3ヵ ll中崎(‐価÷〔卜ヶl!‖掏〉唇 H tt

・2'11i均 fti争 =」山:前瞳おヽ市切 111二 :夕 起算Lナ :,サ ll′ )賃金給、れ

=1〕
ゥJl‖ il、/)労働 11岐  r;0//100

11・ セ″,平ll,賃 4、″,ら :ち 、金額″、たきぃ l,めを,littri企 .l二
十る .

2.前″L′ )111ヽ燎11■ 1:1.臨 1時 111〔揺わ,ilイ,11■力 i〔
=jヾ
:〕
‐ゥ1卜 L′ 1■える:‖‖lllゴ Llil〔払ip.iLる :i

t(,イ
・1)キ iL′ 1■ ヽ

::.人職 t;・tl:lli満 たなLヽ 計I‐/,いて仁1、 人職 11から:Li:該 i;ルL事由γit11主 で
"川
間で計算十る

【体暇 ″休業の賃金】

●
０



第9条

」附 勤職tt就業規則第 18条になめる
`li次
有給体1111、 第25細こ′,い′)る特別体l戦についてll rl・

綸士し、jll■υ)賃金を支払う.

2.前■1■外の体暇、体職については、lt全を支給 Lない,ただし、会‖1都合にたり体業させる

」場合11、 ・li均 11金 :′》60%以 11を 支払 :■ ,

【退職時の支払】

第 10条

非常動職itが |ピ亡または選職 (1:iiに .lFlされた場合を含む,の場合江おいて、権利静か r.請求があ

った場合には、その請夕itノ )11から711以内に賃金を支払い、その他、非常勤職員の確利に属する

金品を,E還する_

2.非常勤職員が死亡した場合の前項の権利者は、労働琳::1竃法施行規則に定Ⅳ)る遺晨と・ll~る…

第2章 基準内賃金

【本給】

第 11条

本綸は、非常勤職員の勤続年救等を塙i‖[し て、別紙「非常勤職員給
fi去」に基づいて、1封別{i

l′t'L・ドるL

【運転手当】

第 12条

運中:「・当は、刊l「l者の11迎等の自動車運転業iちに従l卜十ろf昨常勤職員に対して、次
`′ '全
額をた

綸する

!ヵ
'|れ
たり 2,()('()円

【医療的ケア手当】

第 13条

医療的ケア手当は、歯問勤務し、たん::り(引 1)れ′)に瞭的フア業務に従lIする非常勤職 11に 村して、

次の企額を支給する.

l Fkttthた :」 〔;。 ()0()円

【早朝手当】

第 14条
:ル朝手当は、LiL朝 (午前6時から竹 lilヽ 時,■碍に従事する非常勤職itに 対l・〔、:欠ヴ)金額を

1支 F)■
~る

lilliり 1勤務 (午前 6時から午前 8:1キ)|こ
′)いて、1時給 1()01■ |を力|1尊する .

【処遇改善手当】

第 15条

処.出改ill F当は、′ヽ l可・市に1'讐出する処遇改善計画書に基づいて、1‖」別に決定した給する、.

【ベースアップ等支援手当】

4



第 16条

ベースT′・.′ 7等支援手当lム、東京都:二提出する処;:El政許計画書11基づいて、側別に決定 し支給

十る、

【居住支援特別手当】

第 17条

|:に ,i〔 11;障害 |・:Ji『上十一ビス1卜職員層l・ 11:支援竹:別手当事業蹄助金trヽ l要細」ゲ)運丹ll二準|'■ L支結十

ろ:メ4)七 十ィ)_1ノ )手■i`ノ )支綸は「:|〔 京都lil害福祉十一ビス等職即 :I:住支援特別手当事業補助令」

″)交
|」
・け
`彙

::なる期IIll li‐ 1~ろ

2.‐ の手 l`iめ た綸`打ili次による

11:｀ |(11(11;障li7躙 ILヰービ<等職崚孵fl:支援 1・刷:I Fll'F thli助 全 交fヽ 1要細1精 7糸打j_1項 111

11当 たるた綸れ!10,00r)llI

● IIi 7集 ■ _:」■112,I・ 1当たる
'‖

尊奮110,(){〕 ()|'|

【調整手当】

第 18条

ft企 |卜系,ノ )変 11等 ii lゴ)非 f11・勤l繊 11め賃金に変動が 'li tい た場合等で■
'ブ
、が必要 k認ギ1,た |三 き

ll、 fヽ障‖ヤlri li l_・ lfli問性千当をた綸十る 支備金れi(1モ :′ )11:,電法ノ、が定■,ろ =

第 3章 基準外賃金

【時間外・深夜・休日手当]

第 19条

」肝|:勤聯セ11.:メ i去 ',if労 1動1キ |‖1ををえ、 |〔 ノ
・
11 li撃 it・ 法

'iI体
卜|に労田,1_′■ltt F)rt、 }欠 ,′

'::―

|サ iち 1ヽ1よ

〔′ l■
!`1を ミ1青・十ろ

:::「キllil i'|「ルl11

11::|::向 f':お時間‖i l.25 1時
"||ク

ト・考伸b時 |ll1 1:t

fi‖ li4・サ

'11・

'11

,1:l件 lヽ ||]i:(=ll!F11:1官|:i (). 23  1.lfTづ i・ドif時 l1llり t(221;キ ヽ51iキ ,

:II卜 II手
:`i

':1:準

向賃お時間
・
証 1.■ 5 1卜 H労働時間致

2.|!キ問ク|ヽ労働韓
‐
lli体 |1労仲lが |"ド iマ i二 及んだ‖}r)li、 ′

.1夜
労働11:'1を

'サ

Il iiliす る .

【通勤手当】

第20条

通勤
‐
11当 it、 :1)理的なケ法かつ耗lll::■ ■る■4)ヒ 1_て法

'、

■1認 1′〕る実費lll当常!1二ういて、||1勤

1 111 lliメ 1:り 2.()001(11に でt′〕絶|;11内で支綸すイ,

【資格手当]

第21条

Iitt F・ 'ilt、 法人が必要 :f ir■1)た場キ:二 支給する

，
Ｄ



Iあ りがとう手当】

第22条

あ l夕 が Lう F当は、前 11の 正午以降 :二 、・
:1初 〕・定さ′Lていなかった勤務を引き受けてくれたJjl:

常勤職員に対して次 (′ )金額を支給する,

勤務時間が 5時 |11未満   1.0()(〕 P1   5時間以上 8時間以 lf l.5()0円
8時間を超える 3,0(〕 0円

第4章 特別賃金
【賞与】

第23条

賞与は、法人のI!IJ:そ 1lξ況、非常勤職員の勤務成績に応ビ鯛別に決定 [、
`ド

:|口|た給十る。

ただし、経廿上の都合、そノ)lLの事山に彙り支給の時期を変更し.または支給しない:1_Lが 1'〉ろ

2.支給時期、支給対象期間は次
`ノ

)とおりとする´

支綸 l」

3j]

村象lu問

Iil年 .1'1111カ・ら1l Fli 2'!木「|

3.支給対象者は、支綸対象期間すべてに在密し、かつ丈給11現在に在籍している静とする

第 5章 賃金の改定
【賃金の改定】

第24条

it金の改t時期:1、 次の ,l」おけ七‐|る、ただし、経常 11"11;r)、 そJ)lL′》事山によ1,政t‐時

期を変:だ L.た たは改 `′ Lし ないこ,11が ,t,る .

」女111:|キ !コ | tl・象it・ 企

411 本給

」t`,t'11「 :有 うこ′L月 i着 手当

2.it全の改′′1:事山がた1l L.た場合lli、・ |・みやかに法人に報告しなけ』Lばなら′lfい

第 6章 その他の事項

【不正受給の返還】

第25条

」|■倒助職 l.1_が、 11:1:な 中計、加||11、 :記録′t.1」 1‐_li!′ f■金のえ」ムいを受〔ナたJ場合:|:、 ll:li′′にこマ)

櫃七・返j世させな:ま た、そ′)11 ll:の程度 |■応ビ
・
(・ 、.‖常動職員就業脱則第 131)条 :■

'FV′
る|11't処

う)4r.l‐ 5:■ /tう .

【賃金規程の改定】

第25条

二の規性li、 法改正、社会情勢、法人の財政状況の変化に応 じて、法′、が必要とi認r)た ときは

|

.」

´
Ｕ



随時変更をおこなう.,

2. ■,′′‐)変更をおこなう場台li、 |め職彙代女の意見を1'11い ておこな・)もの生する

付則

二,力規蘭な
-1,

ニプ)IJl千 1il綺 :、

こtノ )班蘭薯t、

二ヽ′
'j現
程は、

■1′′IIfl:よ、

2〔)16年 4月 1卜 1上 1,施行十ろ
2017年 6「12 1ll L:)改正・地「F十ろ
2022年 1'lllは り改正 0胞行する“
2()22年 11']15Hよ り改正・施行する
202_l:li.l「11日 上:,::tT.・ 施行十る

″
′



別紙  非常勤職員給与表
号俸

33号俸

34号体

35号件

36号体

37号俸

1,380

1,390

1,400

1,410

1,420

76号俸

1,570

号俸 時間給

1,820

1,830

1,840

19910

1,920

95号体

96号・イ4ヽ 2,010

97号体 2,020

98号件 2,030

99号体 20040

100号・1争 2,050

101号俸 2.060

102号体 2,070

2,080

2,090

2,100

106手 }イ奉 2,110

107号体 2,120

108号件 2,130

109号体

110号体

111号体 2,160

112号体 2,170

1131タイ奉

彙

）

時間給

1,060

1,070

1,080

1,090

1,100

4号体

3号体

1号俸

5号俸

2号俸

1,110

1,1207号俸

6号俸

1,130

11140

8号俸

9号俸
1,15010号俸

1,16011号俸

1,17012号俸

1,18013号俸
1,19014号俸

1,200

1,210

1,220

1.230

1,240

1,250

1,260

17号俸

20号体

21号俸

22号俸

23号体

25号体

24号俸

16号俸

18号体

19号俸

15号俸

1,290

1,270

1.280

1,300

1,31026号俸
1,320

1。330

1,34029号俸

30号俸

27号俸

28号俸

31号俸

1,350

1,360

1,37032号俸

時間給号俸

1,440

1,450

39号俸

40号俸

41号俸 1,460

1,470

11480

42号俸

43号俸

1,49044号俸
１

■ 50045'計イ1奉

46号俸 1,510

47号俸 1,520

1,53048号俸
ハ
Ｕ
４

．

Ｆ
Ｄ149号俸
1,55050号俸

1,560

1,580

51号体

52号俸

53号俸

1.59054号俸

1.600

1,610

1,620

1,630

1,640

1,720

11730

1,740

1,750

1,760

1.770

73号俸

56号体

57号体

58・号件

60号体

61号体

62号体

63号体

64号俸

65号俸

66号体

68号俸

69号体

70号体

71号体

72号件

1,650

1,710

1,660

1,700

1,690

1,680

1,670

74号俸

75号悴

55号俸

59号俸

67号俸

1,780

1,790

11800

1,810

77号俸

78号体

1,850

1,860

79・号イ′4、

81号俸

80号体

1,87082・号・俸

lβ8083号俸

84号体 1,890

1=90085号体

86号俸

11930

87号俸

88号・イ奉

89号・俸

90号体

91号俸

92号体

931テイ奉

94号体

1,940

1,990

2,000

1,950

1,960

11970

1,980

103■トイ4、

105号体

104・号体

2,190
38「ナf終 1,430 114号体

2,180

21140

2,150



書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人 CES 事 業 年 度 2024年 4月 1日 ～2025年 3月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]
※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動
促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

(1) 収益の源泉別の明細

6

(2)借入金の明細

な し

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

受取入会金 2,000円

正会員受取会費 684,000円

賛助会員受取会費 354,600円

障害福祉サービス事業収益 175,107,613円

地域生活支援事業収益 1,069,550円

生活文化向上事業収益 240,000円

生産活動事業収益 13,213,534円

利用料収益 12,900,263円

行事費収益 41,950円

受取地方公共団体補助金 50,161,740円

受取民間助成 8,100円

受取寄付金 2,190,286円

雑収益 800,283円

円

△
口 計 256,773,919円

借 入 先 金    額

な し 円

円

円

円

円

上
―
〓́
ロ

△
口

円

(3)そ の他



2 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2) 費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引
イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

175,107,613円 障害福祉サービス事業収益

31,644,048円 補助金

13,973,000円 補助金

1,491,036円 補助金

958,966円 補助金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

8,400,000円 家賃

給与 (賞与含む)

給与 (賞与含む)

給与 (賞与含む)

5,7477,31円 給与 (賞与含む)

取引先の氏名等
法人との

関  係
譲 渡 資 産 の 内 容

渡

日月

譲

年
譲 渡 価 格 そ の他 の 取 引条 件 等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取 引先 の 氏名 等
法人 との

関  係
貸付資産の内容

付

日月

貸

年
対 価 の 額 そ の他 の 取 引 条 件 等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人 との

関  係
役務の提供の内容

役務の提

供年月日
対 価 の 額 その他 の取 引条件等

支払手数料 2024.6.12 132,000円 決算 (税務)申告

講師料
2024.4.1
～2025.3.31

192,000円

講師報酬規程に基づ

くダンスクラス

1回 8,000円 ×24回

駐車場賃貸借
2024.4.1
～2025.3.31

180,000円

駐車場賃貸借契約に

基づ く月 15,000円
×12ヶ 月

家賃
2024.4.1
～
2025.3.31

3,600,000円

月額 30万円×12ヶ

月

円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(口 を除く。)、 口 給
与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額]

役員、社員、職員若 しくは寄附者若 しくはこれ らの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者と特殊の関係にある者 (注
1)(以
下 「役員等」という。)に対する報酬又は給与の支給について

記載 してください。

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族
② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく
は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。)

(注 2)注 1の①～④の内容を具体的に記述します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 2024年 4月 1日 2025年 3月 31日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

87人 151,701,869円

支 給 金 額氏 名 職 名
法人との関係

(注 2)
報酬・給与の

区    分 支 給 期 間 等

給与
2024.4.1
～
2025.3.31

5,747,731円

給与
2024.4.1
～2025.3.31

3,1361,27円

給与
2024.4.1
～2025.3.31

給与
2024.4.1
～2025.3.31

給与
2024.4.1
～2025.3.31



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

6 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
にその実施 日]

支 出先 の名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

2024年 8月 2日

2024年 8月 2日

2024年 12月 11日

30,000円

15,000円

10,000円

円

円

八王子祭 り寄附

八王子祭 り寄附

赤い羽根共同募金

円

円

円

円

円

合   計 55,000円

実  施  日 使 途 金   額

な し
円

円

円

円

円

円

円

円

一　
円
　
一　
円



法人名 特定非営利活動法人 CES チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ 3分の 1以下であること
(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること
ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記
録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

③及びЭこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」

のグノレープの

人数

割 合

②÷①)

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

④÷③

① ② ③ ④ ⑤

① 2024年 4月 1日～2025年 3月 31日
11人 2人 18.1% 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

④ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 日寺
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③
ヽ
ノ
だ
ヽ ◎ ③ ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第 7号 (法第 44条・51条。58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

(注意事項)

・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添
付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、
添付を省略することができます。



ハ

Q菫当盤璽□塁国型
==菫
麺堅奎聾菫墨壁豊型聾堕堕塑盤堕璽堕堕区上墨二

項
日
【 ③

ヽ
ノ
江
ヽ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

匝ヨ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び限簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている

[藝ヨ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日
【 ③

ヽ
ノ
κ
ヽ ◎ ③ ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有。□ 有・無 有・無 有・無 有 。無 有 。無 有。無

第3表 (次葉)

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出1臓Dに記載した事項について、改
めて記載する必要はありません。

エ 3表)記載要領

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも
のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を
明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「①～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会則)第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

)\a&m 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「③」から「①」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査
法人の監査を受けている」の [はい」

②  「帳簿書類の備付け、取引の記録及
び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の「はLヽ」に「o」_
した2全二は、第3表付表2「帳簿組

織の状況」を記載し添付してくださ

い 。

付L`[三くださしヽ

に「o」 し

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期

間 (「①」から「①」)を示したものです|。

記載要領の補足



書式第 8号 (法第 44条・51条・58条関係、)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

(注意事曝Э認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書鶴 に記載した事項に

ついて、添付を省略することができます

法人名 特定非営禾1括載,法人CES ③ ⑤ ◎ ③ ◎ 申 請 時

役  員  数 11人 人 人 人 人 人

2人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職渚 続柄等

就 任 等 の 状 況

④ ⑤ ◎ ① ◎ 申請時
就任・退任

年月日

加藤 彰

木村脱子

伊奈義博

(伊奈繁男)

高橋富美恵

0風 女D

理事

理事

理事

理事

○

○

〇

〇

2004:4「 5月

26日就任

2004年 5月

26日就任

2004年 5月

26 日就1任

20074F4月

13日就任

土居幸仁

鹿毛千津子

広瀬克正

大沢英史

山崎 崇

 

理事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

20"年 5月

26日就1任

2004年 5月

26日就任

2015年 5月

15日就任

2017年 5月

19日就任

2021年 7月

4日就任

曽雌洋子

加瀬明彦

理事

監事

○

○

20234「 6 月

16日就任

2004年 5月

26日就任



法 人 名 特定非営利活動法人CES

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳
会計ソフト (Web会計使用)

ルーズリーフ
都度 7年

仕訳帳
会計ソフト (Web会計使用)

ノンーズリーフ
都度 7年

固定資産台帳
会計ソフト (Web会言‖吏用)

ルーズリーフ
都度 7年

給与台帳
給与ソフト (弥生給与使用)

ルーズリーフ
月 1回 7年

小口現金出納帳
手書き現金出納帳

ルーズリーフ
都度 7年

棚卸資産台帳
エクセル使用

ルーズリーフ
都度 7年

書式第 9号 (法第 44条・51条・58条関係、)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記載要領)
,「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「現金出納帳」、「総勘定元幅」、「経費帳」などのように配載します。
,「左の帳簿等の形態」欄は、「3枚複写伝票」、「ノい・ズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。
, 「記帳の時期」欄は、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。
,認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した内容に変更
がないときは、添付を省略することができます。



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

法人名 特定非営利活動法人 CES チェック市場

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと
口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法
人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上
であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ

イ

項 目 ④ ⑤ ◎ ③ ◎ ① 申計郭寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
有 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
有 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職にある

者又は政党を推薦し、支持し、又はこれら

に反対する活動

有 有 ・ 無 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 。無

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申訂撃寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法

人とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役

員に対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役

員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支

給その他役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別

の利益の供与の有無

有。□ 有・無 有・無 有・無 有。無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が

当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過

少と認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支

配する法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の

利益の供与の有無

有・□ 有・無 有。無 有・無 有。無 有 。無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び

事業の運営に関して特男IIの利益の供与の有無
有・□ 有。無 有・無 有。無 有・無 有。無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又

は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄

附の有無

有。□ 有。無 有・無 有。無 有・無 有。無 有。無

囲
ヒ」



書式第 13号 (法第 44条 。51条。58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第 5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添

付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人CES チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ
をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他
一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

す る しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち 10人
以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿
③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)
※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者 との取引
・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら
の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法
人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況
a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)
b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人CES

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し
ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(注意事項)

・ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表 )
は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第
29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの
利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

③ ⑤ ◎ ③ ◎ ① 申請 時

有 有 ・ 無 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無



書式第 15号 (法第 44条・51条 。58条関係 )

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人CES チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となつた事実があった日以前1年内に当該認定特定非営利活動は人又は当腋特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁国以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を鰹過しな
い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくはニカ団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法

"4条
等に1)若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 C2)
2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (塑
』こ,_壁」]i麗:il■型:認定g≧空」」塵週墜:』型腱2皇[壼墜!二塁,_:函」□:日堕:量曇笠全二」重菫1ヨ塁:L!:」i」鞭囲:正盟lL_I壼

`2生

L」型:
」国」[illl」 L::i」 ![」」!!」::::L【』:壺[:里11:1」 El,11::::::菫 :111:盗::上!:!:三 i」lli」]:[堕」と1::」塁うllilli饉]::』]ili`21:[」 [」堕[」と[::壁 :::1_:と室:::)。
5国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに腋当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は最力団の構成長等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特夕I鵬、定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前 1年内に当該認定

特定非営禾I括動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつ6た 日又はその執行を

受けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有。□

暴力団の構成員等の有無 有・国

，

“ 認定又は特夕偏8定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい

（
０ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 は い ・

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い

。 いいえ

耐
議

認定、特イ列認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、二L誼二1垂』整奎I西□整量塑笙冒日昌豊望≧二重土L奎量LLL丞」整」堕1盟豊
「その4」 並びに関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞評波3)に係る納税証明書を添付すること

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

ｒ
Э 国税に係る重加算税又1灘也方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 はい

´
り 次のいずれかに該当する法人

暴力団 は い

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 は い
。

イ

ロ

ハ




